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第 126 回藤沢市都市計画審議会 
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場 所：藤沢市総合防災センター ６階 第１会議室 

 
 
１ 開  会 
 
２ 成立宣言 
 
３ 議事録署名人の指名 
 
４ 議  事 
   議第１号 藤沢都市計画地区計画の決定（藤沢市決定） 
         湘南ライフタウンセンター地区地区計画 
 
   議第２号 藤沢都市計画生産緑地地区の変更（藤沢市決定） 
 
   議第３号 藤沢都市計画ごみ処理場の変更（藤沢市決定） 
         １号  藤沢粗大ごみ処理場 
 
   報告事項 
    （１） 藤沢市都市マスタープランの改定状況について 
 
    （２） 都市計画道路の見直し状況について 
   
その他   藤沢市都市計画審議会の傍聴要領（案）について 
 
５ その他 
 
６ 閉  会 



事務局    ただいまから第 126 回藤沢市都市計画審議会を開催いたします。 
計画建築部長  本日は、お忙しい中、また雨の中ご出席いただき、まことにありがとう

ございます。 
   前回は７月でしたが、この間､政権も変わりまして、まちづくりの状況

も大きく変わるのではないかと予測されます。11 月半ばからは民主党に

なり、事業仕分けが行われようとしておりまして、国土交通省の事業につ

いても、いろいろ見直しが行われるということでございますが、私どもと

しても基礎自治体というものがいかに個性あるまちづくり、自らのまちを

どのようにしていくかということに力を傾けて､都市づくりに取り組んで

いく必要がますます強まってくると考えております。そういう意味でも都

市計画のあり方については、今後、いろいろな方向が出てこようかと思い

ますが、国の改正等を見据えながら、取り組んでまいりたいと思います。 
   藤沢市といたしましては、９月１日に計画建築部の中に、藤沢駅周辺

まちづくり推進担当を新設いたしました。これは藤沢駅周辺地域の機能更

新といいますか、市街地の活性化に向けた取り組みを強化してまいりたい

と考えてつくった組織でございます。また、前回審議会で答申をいただき

ました「第６回線引き見直し」に関する５つの案件につきましては、神奈

川県の都市計画変更の手続を経て、９月 18 日に告示がされました。あい

さつの中で申し訳ありませんが、ご報告させていただきます。 
  本日はご審議いただく内容が、地区計画の決定、生産緑地地区の変更、

ごみ処理場の変更と報告案件として２件ございます。いずれも藤沢市のま

ちづくりにとって重要な案件ですので、委員の皆様方におかれましては、

さまざまな角度からご意見をいただきまして、藤沢市の都市計画のよりよ

い発展のためにご審議をお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていた

だきます。 
事務局     （資料の確認） 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
事務局  次に、藤沢市都市計画審議会条例第６条により、都市計画審議会の成立

要件として、委員の２分の１以上の出席が必要とされております。現在の

委員の定数は 20 名でございます。本日は 15 名の委員の出席となっており

ます。したがって、本日の会議は成立いたしましたことをご報告いたしま

す。 
     （次第の説明） 
  次に、本審議会は、藤沢市情報公開条例第 29 条の規定により公開とし

ております。 
会長  本日の傍聴者はおりますか。 
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事務局  傍聴者は２名です。（傍聴者入室） 
会長  傍聴者はルールに従い、傍聴をお願いします。 
事務局  それでは、これからの議事は会長にお願いいたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
会長  はじめに、本日の議事録署名人を指名いたします。 
  例によりまして、名簿順で庵地委員と水落委員にお願いいたしますが、

よろしいでしょうか。 
(「異議なし」の声あり) 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
会長  それでは、議事に入ります。 
  附議案件が３件ございますので、議第１号から第３号まで、１案件ずつ

審議・採決してまいります。 
  議第１号 藤沢都市計画地区計画の決定（湘南ライフタウンセンター地

区地区計画）について、事務局から説明をお願いします。 
事務局  それでは、「議第１号 藤沢都市計画地区計画（湘南ライフタウンセン

ター地区地区計画の決定）」につきまして、ご説明いたします。議案書は

１ページから６ページ・図面集は１ページから４ページになります。お手

元の資料と同じものをスクリーンにも表示させていただきますので、どち

らか一方をご覧いただければと思います。 
  本日、ご審議いただきます地区計画につきましては、都市計画法第 16

条第３項に規定する地区計画等の案の内容となるべき事項の申し出によ

り、都市計画決定を行うものです。この申し出につきましては、藤沢市地

区計画等の案の作成手続に関する条例に基づく要件を満たしているもの

です。なお、この条例の説明は割愛いたしますが、本日、お配りした資料

１－２として配付させていただいておりますので、必要に応じてご参照願

います。 
  それでは、湘南ライフタウンセンター地区地区計画の位置についてご説

明いたします。図面集は２ページです。スクリーンをご覧ください。まず

こちらがＪＲ東海道線、辻堂駅です。ここから北に３キロの位置にありま

す青く示した丸印が当該地区計画の位置です。この部分を拡大いたします。

図面集は３ページです。 
  赤いスクリーントーンの部分が、今回の地区計画の区域です。本地区の

都市計画の現状は、用途地域は第一種中高層住居専用地域、建ぺい率 60％、

容積率 200％であり、準防火地域に指定されております。 
  今回の地区計画については、藤沢市開発経営公社が所有しておりました

土地を資産活用のため売却し、民間事業者による整備を行うものです。開
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発事業者の公募にあたり、募集要項の中でまちづくりの方向性や土地利用

の考え方について条件を付しておりまして、基本計画を策定した後、計画

の内容に沿った地区計画を定めることとしておりました。開発事業者の選

定については、募集要項に基づき、平成 19 年４月 12 日から同年７月 13
日の３ヵ月間募集を行い、グループ企業、単独企業合わせて 14 事業者か

ら提案を受けました。その中から提案内容について審査､選考を行った結

果、１つのグループ企業を決定し、基本計画の策定に向けた協議を進めて

きたものです。 
今回、選ばれた事業者の提案は、土地利用において住宅部分が戸建てで

はなく、共同住宅であることから中心にオープンスペースを非常に多く取

ることができる計画となっております。さまざまな地域への活力創出機能

への寄与、周辺への配慮など湘南ライフタウンの中心部のまちづくりにふ

さわしい提案かどうかを判断し、選ばれたものです。 
それでは、公募によって選ばれた開発事業者の提案内容について、土地

利用の基本方針をスクリーンのイメージ図で説明いたします。まず地域交

流の軸の強化として、西側の公共施設と一体となるよう地域交流ゾーンを

配置します。緑のネットワーク形成を目指し、まとまりのある緑地の確保

により積極的な地域開放を図るとともに、周辺の公園などとつながりを持

った緑あふれる開発を行い、地域の新たな憩い、活動ゾーンを形成いたし

ます。 
「街並の配慮・歩行者動線の創出」として、街区内に地域の東西を結ぶ

歩行者通路を整備し、建物については分節配置と高さの変化により、周辺

との調和を図るものとしております。この基本方針をもとに計画された配

置図がこちらです。街区の北側には高齢者福祉施設等、南側に 12 階建て

の高層住宅が２棟、さらに東側に４階建ての共同住宅が２棟配置される計

画となっております。また、西側の主要な道路に面して商業施設を配置し、

中央には緑地広場を設けることで、街区居住者や地域住民がともに利用し

やすいオープンスペースの確保を図るものです。当初の提案では東側の共

同住宅は５階建てとなっておりましたが、周辺の低層住宅へ配慮するため

４階建てに変更し、また北側の高齢者福祉施設等についても、当初は有料

老人ホームだけであったものが、地域の方々の意見などを踏まえ特別養護

老人ホームを計画に追加したものです。 
このような土地利用の基本計画が作成されましたことから、地区計画の

協議を事業者とともに進めてまいりまして、平成 20 年 12 月 11 日条例第

５条に基づく地区計画の案となるべき事項の申し出がなされました。その

時点における地権者は４名であり、同意率は 100％と申し出の要件を満た
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しているものです。 
続いて、計画図についてご説明いたします。図面は図面集４ページです。

赤い枠で表示された部分が本地区計画の区域です。位置は藤沢市大庭字二

番構地内、面積は約 4.4 ヘクタールとなっております。また、区域の周辺

には都市計画道路３・３・６辻堂駅遠藤線、都市計画公園３・３・９二番

構公園が既に整備されております。また、周辺には藤沢市保健医療センタ

ー、湘南大庭市民センターなど公共施設も配置されております。 
次に、計画書です。議案書は２ページです。名称 湘南ライフタウンセ

ンター地区地区計画。位置 藤沢市大庭字二番構地内。面積 約 4.4 ヘクタ

ール。 
区域の整備・開発及び保全の方針ですが、地区計画の目標としては、本

地区は湘南ライフタウンの中心に位置し、周囲はニュータウン開発により

計画的な市街地環境の整備が行われた地区である。周辺には中央けやき通

りに沿って、市民センター、図書館、保健医療センター等の公共公益施設

が集積しており、地区の存する湘南大庭地区のコミュニティ拠点として位

置付けられている。また、公園や史跡等による良好な自然環境と住宅地と

しての生活環境の調和が図られつつある。そこで、本地区計画は、湘南大

庭地区の高齢化に対応し、みどり豊かな地域の自然環境を生かし、地域の

人たちがいきいきとまた安心して暮らせる良好な住宅市街地の形成を図る

ことを目標とするとしております。 
土地利用の方針といたしましては、本地区は、高齢社会に対応した福祉

機能、良質な居住機能の整備を主体とする。また、地域の人々が交流する

コミュニティに貢献する機能の誘導を図ることとしており、周辺の公共公

益施設と一体となった土地利用を行うものとするとしております。 
地区施設の整備の方針としては、本地区を東西に貫通する歩行者用通路

を整備し、地域の歩行者交通の機能強化を図るとしております。 
建築物等の整備方針としては、周辺との土地利用及び景観の調和を図る

ため、建築物の整備方針を次のとおり定めるとし、１ 周辺環境に配慮し

た良好なまちなみを創出するために、居住機能に供する中高層の建築物は

適度に分節した配置とする。２ 地区内に地域交流を促進する施設を配置

する。３ 建築物等の用途の制限、建築物の壁面の位置の制限、建築物の

高さの 高限度等の必要な基準を設ける。４ 屋根､外壁等の色彩は、良好

な住宅市街地にふさわしいものとするとしております。 
緑化の方針としては、地区の中央部及び外周部において緑化を行い、周

辺の自然環境と調和した潤いのある住宅市街地の形成を実現する。地区内

に地域交流を促進する自然と触れ合う場を形成するとしております。 
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続きまして、地区整備計画です。議案書は３ページをご覧ください。は

じめに、地区施設の配置及び規模ですが、その他の公共施設として幅員３

メートル、延長約 200 メートルの歩行者用通路を設置することといたしま

す。 
次に、建築物に関する事項ですが、地区の区分として地区の名称及び地

区の面積は、Ａ地区約 0.8 ヘクタール。B 地区約 1.8 ヘクタール。C 地区

約 0.2 ヘクタール。D 地区約 1.6 ヘクタールとしております。 
次に､それぞれの地区における「建築物等の用途の制限」は､各地区にお

いて「次に掲げる建築物は建築してはならない」旨を規定しております。

先ほどご説明したとおり、Ａ、Ｂ地区には共同住宅、Ｃ地区には商業施設、

Ｄ地区には高齢者福祉施設等が計画されておりまして、この土地利用を将

来にわたって担保するため、第一種中高層住宅専用地域内に建てることの

できる建築物のうち、ここに明記されたものについては建てることができ

ないと定めております。 
次に、建築物の壁面の位置の制限ですが、これは各地区共通の制限とな

っております。内容は、「建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図

に示す壁面線を越えてはならない。ただし、自転車車庫、歩廊、渡り廊下、

その他これらに類するものについては、この限りではない。」としておりま

すので、計画図をもとにご説明いたします。 
青色で示した部分については、道路境界から４メートル、オレンジ色で

示した部分は敷地境界から４メートルを壁面線とし、建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面を、この外壁面より超えて建ててはならないとしており

ます。 
続いて、建築物の高さの 高限度ですが、Ａ、Ｄ地区は地盤面から 35

メートル以下、Ｂ、Ｃ地区は地盤面から 15 メートル以下としております。

なお、この地盤面については、将来的にも現況の地盤面とするため､それぞ

れ全国の標高の基準である東京湾平均海面（Ｔ．Ｐ）から測った現況の高

さ以下としております。 
続いて、建築物等の形態又は意匠の制限についてですが､各地区とも「建

築物の屋根及び外壁の色彩、設備等は原色や彩度の高い色彩を避け、周囲

との調和のとれた、落ち着いたものとする」と規定しております。 
次に、かき又はさくの構造の制限です。「かき又はさくの構造は、生け

垣又は透視可能な高さ２メートル以下のフェンスとする｡ただし、フェンス

等の基礎で高さが 0.5 メートル以下のもの、又は門柱これに類するもので、

高さ 1.5 メートル以内のものはこの限りではない」と規定しております。 
後に、緑化に関する事項ですが、面積が小さいＣ地区は 15％、それ
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以外の地区は 20.25％とし、地区計画内全体では 20％以上の緑化を行うこ

ととしております。計画書については以上です。 
決定の理由といたしましては、議案書４ページの理由書に記載のとおり、

本市開発経営公社所有の土地を売却し、民間事業者による開発を行うにあ

たり、土地利用の方針を将来にわたって保持するため、地区計画を定める

ものです。 
続いて、議案書５ページ、都市計画を定める土地の区域ですが、追加す

る部分として、藤沢市大庭字二番構地内としております。 
次に、これまでの経緯ですが、平成 20 年 12 月 11 日、条例による原案

の申し出が提出され、平成 21 年５月 13 日から同月 27 日までの２週間、

条例による原案の縦覧を行い、あわせて６月３日まで意見の受け付けを行

った結果､縦覧者、意見書の提出はともにございませんでした。そして都市

計画説明会を９月 17 日に開催しましたところ、工事のスケジュールや電

波障害などについてのご質問がありましたが、地区計画の内容に対するご

意見等はございませんでした。そして、都市計画法に基づく縦覧を 10 月

１日から同月 15 日までの２週間実施した結果、縦覧者は１名、意見書の

提出はございませんでした。 
以上で、議第１号湘南ライフタウンセンター地区地区計画の決定に関す

る説明を終わります。よろしく、ご審議のほど、お願いいたします。 
会長  ただいまの説明に関してご意見・ご質問がありましたらお願いいたしま

す。 
Ａ委員  特別養護老人ホームを運営するのは民間ですか。つくっても入居費用が

高すぎると年金生活者は入れない方が多い。例えば厚生年金と企業年金を

合わせても大した金額ではない。まして企業年金は退職金などをつぎ込ん

でいるんです。そうすると、手持ちが少なくなっている方々が、施設は立

派なのはあるけれども、公的な設備でなければ入居できないという問題も

ある。今まで、社会の第一線で活躍していた方々が、いわゆる団塊の世代

が定年になって先の見えない生活をしているわけです。こういった現役時

代には多額の住民税を払ってきた者たち、市の発展に貢献してきた方々が

救われるような配慮が開発地区においてできればいいと思います。 
  もう１つは、共同住宅の高層マンションについては当然分譲です。この

周辺は電波障害だけではなくて、風が通らなくなってしまう。例えば藤沢

の稲荷、修道院の近くのジャンボゴルフ跡に、戦艦大和のような形をした

高層マンションができていて、あの北側は風の流れが変わっちゃっている

んです。例えば東京の汐留地区が開発されたために新橋地区の平均気温が

上っちゃっているといった問題は、これから高い建物を建てれば、周辺に
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及ぼす影響が出てきて、単に四角い建物を横長でつくって、効率よくだけ

考えていてはいけないんで、例えば風の通り道をつくってやるとか、そう

いった配慮もこれから必要になってくるのではないかと思います。 
会長  今のご意見は、プランを採用するときにどう考えたかということだと思

いますので、そのあたりについてお答えください。 
事務局  福祉関係の話ですが、藤沢市の場合は、特別養護老人ホームはお年寄り

でも体の具合が悪くなられた方が対象ですが、まだまだ待機者が多いのが

実情です。そのために市としては民間の社会福祉法人に特別養護老人ホー

ムをつくっていただいて、そこに入っていただこうという施策を取ってき

ておりまして、市には 13 地区がありますが、この湘南大庭はまだそれが

ない地区で、湘南大庭の方々からは自分たちが急速に高齢化を迎えるとこ

ろですので､そういう施設へのニーズが高いということがあって、有料老

人ホームだけですと、ある程度所得がある人しか入れないことになります

が、特別養護老人ホームは体の問題を抱えられている方々に入っていただ

くことになりますので、ぜひこの地区に欲しいということで、市としても

事業者の方に提案をして、今回、これができるようになったわけです。入

居される方のいろいろなことに関しては、福祉サイドで、特別養護老人ホ

ームの計画を立てておりますので、それに沿う形で進めているところです

ので、ご理解いただければと思います。 
  電波とか風の問題ですが、当初、戸建てプランもあったわけですが、中

央になるべく空地を多く取って、道路から下げるような形で全体のオープ

ンスペースを広く取って、デザイン的にも収まりがつくような形のプラン

ということで採用したところです。確かに、風の問題というのは、今後、

考えていかなければいけないことはありますが、中央に歩行者専用道路と

して東と西の方を結ぶ空間をつくっておりますので、南北だけではなくて、

東西の方向も考えれば、風遠しにも少し配慮していると言えるのではない

か。特に、東側の共同住宅は、当初は５階建てでしたけれども、すぐ隣が

一種低層住宅地ですので、そういったことも配慮して、４階建てといたし

ました。そういった周り全体に配慮しつつ、事業者からの提案に対して市

側としてもいろいろ申し上げて、こういったプランになってきたとご理解

いただきたいと思います。 
Ｂ委員  土地利用の公告看板を見たところ、建築計画と同等の内容になっている

が、高さは 34.98 メートルとか住棟配置にしても南面を多くして、東面に

フロンテージを大きく取るというのは、建築計画的には非常にオーソドッ

クスなやり方で、売り手側としては一番売りやすいと思います。そうやっ

ていくと自然に駐車場と北側の高層の日影にかかってくるので、こういう
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形のオープンスペースにならざるを得ないというのは理解します。しかし、

１つ残念に思うのは、ここは第一種中高層地区で何もかかっていないから、

それしかないのかもしれないが、もしあれば､都市計画提案制度なりを使

って事業者提案の形でもって、高さの緩和と緑地などの提案を受けてとい

う方が積極的ではないかという気もしますし、企画力があるのであれば、

特別用途地区の形で高さの緩和とかをする方法もある。地区計画を建築計

画の建物にあわせているような、何となく歯がゆい感じがするのが気にな

るところです。神奈川県内で第一種中高層で高度地区をかけているのは鎌

倉市、横浜市、茅ヶ崎市も高さ 15 メートルの高度地区で、例えば将来に

わたって良好な状況を確保しようとして地区計画で 35 メートルをやって

も、建替えのときに 35 メートルの制限でしかあり得ない。小田原市では

４～５年前に高度地区をかけたときに 15 メートルでの既存不適格につい

てどのようにするかとなって、建物のシルエットというか、見付面積を建

替えのときは超えないとか、既存の救済措置に対してのやり方をした。そ

うすると地区計画というのは、名前はいいけれども、高度地区の 15 メー

トルをかけたときの既存不適格に対して対処する方が、宅地に関する環境

が守れるのではないかと思いました。 
  それから地区計画の内容ですが、ほとんど老人福祉と共同住宅であるこ

とを考えると、かなり地区計画の中で戸建て住宅とかのいろいろな要素が

入ってきている地区計画と様相が違って、かなり１人協定的にやるものに

近い全体計画になってきている。そうした場合に、もしこれが開発指導要

綱等の協議を経て計画が練り上げられたものであれば、一団地で確認を出

されるのか、個別なのかわからないが、 低敷地面積を制限してしまって、

何かあったときは都市計画的な議論に発展させるというようなことは考

えられないのかどうか。もう１つは、Ｄ地区の福祉施設は、現地看板を見

ると住戸が入っているようだが、将来、福祉施設の経営的なアローアンス

を考えたときに、福祉施設と共同住宅との境目というか、複合建築になっ

て、Ｄ地区は建築をしてはならないという制限の中で、あえて共同住宅を

あげてリスクを上げる必要があるのかどうか。３点目は、中央の広場につ

いては、開発指導要綱なんかで出される公園なのか。歩行者道路の管理は

事業者なのか。それとも将来、移管されて市が管理する形になるのか。市

が管理となると、街区の外に対してオープンではない場所なのに、今後､

市が管理することになるのか、以上、３点について知りたいと思います。 
会長  ３点というか４点か５点に聞こえたのですが、まず建物計画ありきで、

それをなぞるような地区計画というのはいかがかという趣旨のようです

が、これはコンペが前にあるというのをちゃんとご理解いただくと話が分
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かるかと思うんですけれども、それは後でお答えください。 
  ２点目、高さについて、既存不適格にしてしまうぐらいの方が後のコン

トロールができやすいのではないかというのは、ちょっと乱暴なご意見だ

と思う。３点目が 低敷地面積のようなものが場所によっては必要ではな

いのか。４点目が、福祉施設はいずれ住宅という可能性もあるので、余り

縛らない方がいいという考えもあるのではないか。 後に広場の管理はど

うなるのかということだったように思いますので、順にお答えをお願いし

ます。 
事務局  初の２点については、開発をするに当たって募集要項をつくって公募

の形でご提案いただいております。そのとき趣旨とか必ずしも共同住宅へ

の提案ばかりではないので、戸建て住宅の可能性もあるということも含め

て、将来的に地区計画を立てるという条件の中で公募をしております。で

すから、 終的な地区計画の内容が事業者の提案に沿った形になっている

というのは、そういうことでご理解いただきたいと思います。 
  高さについては、ライフタウンの中全体ですけれども、マンションの高

さの問題でトラブルが起きたケースもございました。ただ、中央の辻堂駅

遠藤線沿いの共同住宅の高さはおおむね 12 階から 14～15 階に押さえら

れております。ほぼ 35 メートル前後で、ライフタウン全体の景観、眺望、

周辺との調和等を考えた中で、逆に高さの方を中高層であれば、ここは約

４ヘクタールの敷地ですので、相当高いものを建てることができます。そ

れは逆にシンボル的になるからいいというお話もありますけれども、それ

に対する周辺の方々の違和感といったこともあって、周辺の高さと合わせ

るような形で、高さというものを公募の中で設定させていただいて、 大

35 メートルというのを条件に入れております。そういう部分と中低層部

分と半々ぐらいの割合で敷地構成を考えた中で提案いただいて、作成をし

てきております。確かに違った角度からすれば、別の方法があり得るかも

しれないが、開発のコンセプトで打ち出そうとした中では、そういった考

え方をまとめて公募をしてきた経過がありますので、ご理解いただければ

と思います。 
  建物の用途ですけれども、今の計画を将来ともそのまま担保させるとい

う目的がありましたので、用途についても第一種中高層ができるものから

列挙されておりまして、そこから今回できないものを省くと、例えばＡ地

区は住宅だけに限ってかけた。Ｄ地区は高齢者施設、Ｃ地区は商業施設と

いう形で、その用途しか建たないために地区計画で用途を制限した形にな

っております。それから将来的にも共同住宅で示されておりますので、こ

の範囲内で建替えるときもお願いする形になってくると思います。 
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  公園については、あくまで事業者がつくる公園で、市は介入しない形に

なると思います。 
会長  地区によっては 低敷地面積が必要なのではないかというご質問もあ

ったと思います。 
事務局  低敷地の考え方ですが、この地区計画は特殊な経緯をたどっておりま

して、公募をして売却するときから、いろいろな条件が付いている地区計

画となっております。ある意味では敷地を入れたときに、より担保性が強

くなるのではないかというのはあるかと思いますが、いずれにしても権利

者との協議という形で進んでまいりますので、いろいろ条件がついている

中で、行政としては用途の一部についてもそうですけれども、敷地規模等

についてもあまり入れたくないといった権利者の考え方がある中で、それ

を市が強引に押し切ることもできませんので、全体的な考えの中で今回は

低敷地規模については入れないという結果になっております。 
Ｂ委員  事業者の内容がわからないけれども、用途的な話というのは、老人福祉

と住戸というのは双方のボリュームでもって用途が変わる。要するに老人

福祉からケアつきマンションまで範囲が広いわけです。そのグレーゾーン

になったときに担保性はどうなのか。もしそうなったときに、こちらの敷

地については１人協定的な内容であるのであれば、その辺の縛りがどうな

のか。そういう形で事業形態が少し変化していったときに、事業者側とし

てケアつきマンションにした場合、変更として地区計画を扱うようになる

のかどうかという疑問がいろいろあったのでお聞きしたわけですが、 低

敷地面積というのは、ミニ開発などの 低敷地面積という意味と違って、

全体の計画が練られてコンペなどがされているのであれば、全体を担保し

てもいいのではないかという気がしたので、意見を述べた次第です。 
会長  福祉施設と住宅の境目は微妙で、経営上､そういう可能性を残してあげ

た方がかえっていいのではないかというご指摘はごもっともですけれど

も、 初から住宅と書くと、住宅がいいということになってしまう。むし

ろこれは福祉施設に決め込むというニュアンスで書かれていると理解し

ていますから、もし、経営上､そういう状況になって、住宅への変更が周

辺環境との関係等で問題なければ、その時点で地区計画を見直すべきだと

思います。 
Ｃ委員  この地区計画そのものよりも緑の流れです。資料集の５で、事業者の提

案として緑がつながっていると見えるけれども、建物配置等から考えると、

なかなかそういうふうにもならない。そうすると、市の方であらかじめ緑

のネットワークをどういうふうに考えておくべきかというのを別の角度

から見ておかないと、地区計画を提案される方からはそういうのが出てこ

 10



ないと思うので、今後の課題としてお考えいただけたらと思います。 
会長  せっかく縦につながっているのにうまくつながっていないじゃないか

というご意見です。 
Ｃ委員  あそこは 12 階の建物が横に来るわけですから、あそこで切られてしま

うので、ちょっともったいないという感じです。それから今後、生物多様

性ということになったら、せめて鳥が飛びやすいようなものを都市計画の

中で考えていった方がいいという感じがします。 
Ｄ委員  用途について規定しているわけですが、計画がつくられて開発事業者に

行ってという形になることは決まっているわけですが、そこに地区計画を

かけて、次の建替えのときに将来的に担保していきたいといったときの次

の建替えはいつかとなったら、基本的に 20 年、30 年になるわけです。そ

ういった中で商業施設にしても図書館にしてもだめとか、集合住宅では児

童厚生施設はだめということが書かれていると、そういうものを地域の

方々が欲しいと思ったときに、そこに組み込めないわけです。そういうこ

とを考えると、しっかりした計画があって、建替えのときの担保とするた

めの地区整備計画が細か過ぎるのではないかと感じました。逆にある程度

の方針が抑えられているわけですから、余り細かくしなくても例えば 20
年後に地区計画を考えなければというときに、詳しく整備計画を立てても

いいのではないか。別にこれがだめという意味ではありません。 
事務局  地区整備計画が細かいということですが、今回、開発計画で出てきたも

のを担保していこうということで、細かくなってしまったわけですが、土

地利用方針で方向性を定めて、今回の地区整備計画の中では楽にしておい

てというやり方もあるかと思います。今回はこういう形でつくってしまっ

たわけですが、今、ここには権利者が４名ですけれども、それは開発事業

者であって、これから入居されてくる方々のお考えもこれから出てくると

思います。マンション形態ですから、20 年、30 年はこのまま存続するわ

けですけれども、次世代に移ったときにそのときの状況等を踏まえて、権

利者の方々が合意した中で地区計画を手直しをしていくという形で、都市

計画を運用していきたいと考えております。 
会長  今の発言は１つのスタンスと思いますが、都市計画というのは、権利制

限だけではなくて、公に知らせる「公知効果」というのがかなりあると思

うんです。都市計画で書いてなくとも、譲渡条件で縛ることは可能ですが、

それは対外的にあらわれてこない。ここはこういう趣旨の場所ですという

ことが都市計画で示されるということは、公にお知らせするという効果と

しては意味があると思う。そう考えると、書き方が、「以下のものをつく

ってはいけない」ではなく、「以下のものは建築できる」というふうに書
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く方が効果としては意味があると思うけれども、なぜそうしなかったのか。 
事務局  もともと第一種中高層住居専用地域が「できる規定」だったので、そこ

から逆算して、これを残すためにできないものを削っていったという形に

なります。 
会長  「できる規定」というのは、組み合わせて、こちらの方がわかりやすい

と考えたということですか。 
事務局  例えば高齢者施設については、将来的にケアつきのものも事業者は考え

ておりますので、今後入ってくるだろうということで、だめなものに寄宿

舎は入れていないんです。用途的には若干そういうことも入っております。 
Ｅ委員  ９ページの緑化の方針を見ますと、全体的な緑のネットワークを形成し

ていこうという大きな考え方がある。配置もそういうふうには見えないの

と、書いてある内容も方針に従って、どんな緑をつくればいいのかという

のが、これから具体化していくときにどういうデザインにしていったらい

いのか、どんなふうにつくっていったらいいのかというのがここでは見え

ないのではないか。確か、今回の計画地の南側にある調整池はバードサン

クチュアリーになっていた公園だったと思います。ここには冬鳥を初めい

ろいろな鳥が飛んでくるところですので、全体的な緑にどうつないでいく

のかという考えのもとで、ここの緑化はどう考えていったらいいのかを示

しておく必要がある場所だと思います。ですから、ここでは単に緑化とい

うだけでなく、何を植えたらいいのか、落葉樹、広葉樹をたくさん入れて

鳥を呼ぶような形の緑地にしていくとか、緑のネットワークの形成という

事業者提案の２項目に「利用方法においても都市公園との差別化を図りま

す」とあるけれども､緑において都市公園とどこを違えていくのかとか、

大きな目で見て緑化の方針でどうしていこうとしているのかは具体的に

示しておいた方がいいと思うし、もう少し事業者の具体的な提案を引き出

す形で入れていった方がいいのではないかと思います。 
事務局  確かに抽象的な部分がありまして、具体的に書き口を考えて地区計画を

決定していきたいと考えます。南側にあります裏門公園は野鳥の飛来する

場所で、バードサンクチュアリー的な公園という位置づけになっておりま

すし、この地区計画の西側、二番構公園と辻堂駅遠藤線のけやき通りは緑

が多い地区で、それらのネットワークという意味でもう少しうたい込みが

できればよかったかなという気は確かにしております。公募の段階から地

区計画の中身について絞り込めればよかったかなという気はするけれど

も、今、実際に工事をしている中で、緑化指導については公園みどり課が

やっておりますので、どういった木を植えるかは、周辺の緑地、公園と整

合が取れるような形で指導をしていきたいと考えております。 
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会長  今、地区計画自体をどうするかはちょっと難しいけれども、現場の指導

で趣旨に沿える範囲で検討していきたいということだろうと思います。 
Ｆ委員  配置図を見ると、緑地広場となっているが、ここの緑地は私的な空間で、

管理も共有管理になるのだろうと思うんです。公的な緑地というのはライ

フタウンの開発のときに計画的につくられていると思うので、これはあく

までも敷地内の緑地ですから、なんだかんだと余り注文をつけないで、む

しろ住民の創意工夫でやっていただくのがいいのではないかと思います。 
  それから中にある地区施設の用地の帰属と管理はどうなっているか。も

う一点は緑地については余り制限しない方がいいと思うが、外側の壁面線、

道路側の壁面線沿いについては生け垣を原則としながら、フェンスはいい

というふうになっているけれども、実はこの案件だけではなくて、あちこ

ち調べてみると、どこの地区計画でもフェンスについては野放しなんです。

一方、景観対策としてフェンスをセットバックさせる。つまり道路を直接

緑で囲むという景観対策に力を入れているところは､そういう形を取って

いる。せっかく壁面線を４メートルもバックしたのであれば、空間をつく

るとするなら、フェンスを 50 センチなり１メートルバックしていただい

て、その前面に緑をつくる。藤沢市は景観対策に力を入れているという視

点からも本当はそうあった方がいいのではないか。ただ、景観については

皆さん､それぞれ原風景とか価値観がありますから、評価は分かれるかと

思うんですが、フェンスそのものについてもう一回見ていく必要があるの

ではないかと思います。 
  もう一点は、整備計画の建築物等に関する事項のＣ地区でも「（３）学

校、図書館その他これに類するもの」が制限されているが、制限の理由を

お聞かせいただきたいのと、学校、その他というと、幼稚園、保育園、各

種学校などみんな入ってしまうのかどうか。ここはもともと一中高ですの

で、商業施設についても制限があります。そういうところで（３）は分か

りにくいので説明していただきたい。 
  それから地区計画の名称が「ライフタウンセンター地区」となっている。

このセンターとはどういう意味なのか。地理的に中央部にあるからセンタ

ーなのか、機能として中心的な役割をするセンターなのか、何でセンター

地区になったのか。 
  地区計画の案の申し出があってから、告示がされると１年かかっている

が、こんなに期間がかかるのか。たまたま公募したとかいろいろな状況は

あったでしょうし、用途地域の変更等が連動していないから、事業上は差

し支えなかったのかもしれないが、いかにも長い期間かかるものだと、た

またまなのか、一般的にこのくらいの期間を要しているのか、これはもっ
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と早くするべきだという視点でお伺いします。 
事務局  地区施設の通路の管理と所有権ですが、これも広場と同様、事業者の所

有で、管理は住民の方々が管理をしていくという形になります。センター

地区という名前ですが、これだというはっきりしたものではないけれども、

地理的にもライフタウンというまちのほぼ真ん中にあるというセンター

と、隣が湘南大庭市民センターがあるということで、もともとは行政側で

はＤ街区という言い方をしていた部分ですけれども、センター地区という

形を今回使ったということです。 
  それから手続の期間ですけれども、地区計画の手続条例の申出を受けて

から告示がされるまでには、一般的には約半年ございます。今回、この部

分については事業者とのやりとり等で若干時間を要している部分もあり

ますので、 短で行けば６ヵ月を切る形でやれると思うんですけれども、

通常はそのくらいかかるということです。 
  それから隣地とのフェンスをこういう形で入れた趣旨は、隣地なのでブ

ロック塀等の硬いものをつくらないとし、位置等については事業者と景観

上の問題を含めて今後の協議の中で検討していきたいと考えております。 
  それから商業地区についても、ほかの地区と同じですけれども、こうい

うものを示したいということで、事業者と協議の上決めたもので、もちろ

んここは商業施設にしようという意思があったので、その施設に限定する

ためにこういう書き方になります。商業施設はできない規定で、例えば児

童福祉施設等については逆に入れておりませんので、Ｃ地区についてはそ

ういうものはできるけれども、学校とかは想定していないので、入れてい

ないという形になります。 
会長  大変活発なご議論をいただきましたが、一部、突っ込みが足りないので

はないかというご指摘もありましたので、現場の指導段階でやれることに

ついては、今日のご意見を反映し、できる範囲で頑張るということで、原

案のとおり承認ということでよろしゅうございますか。 
(「異議なし」の声あり) 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
会長  次に、議第２号藤沢都市計画生産緑地の地区の変更について、ご説明を

お願いします。 
事務局  それでは、議第２号「藤沢都市計画生産緑地地区の変更」(藤沢市決定)

につきまして、説明させていただきます。議案書は７ページから 26 ペー

ジ、図面集は５ページから 24 ページ、あわせて資料集から一部使います

ので、よろしくお願いいたします。はじめに、生産緑地地区制度について

簡単に説明させていただきます。スクリーンをご覧ください。 
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生産緑地地区は市街化区域内において、緑地機能及び多目的保留地機能

を有する優れた農地を計画的に保全し、良好な市街地形成に資することを

目的に指定しているものです。生産緑地地区に指定されると行為の制限が

かけられ、農地以外の用途への転用は認められず、一定期間、農地として

利用することが必要となります。 
行為の制限の解除につきましては、原則不可能でありますが、生産緑地

地区の指定の告示日から起算して 30 年を経過した場合や、生産緑地に係

る主たる農業の従事者が死亡もしくは、農業に従事することを不可能とさ

せる故障をした場合にのみ、市長に対して買取り申出をすることができま

す。その後、1 ヶ月以内に市は買うか買わないかの判断をし、市や県等の

公共団体での買取りがない場合には、他の農業従事者に斡旋を行います。

買取り申し出がなされた日から３ヶ月が経過しても他の農業従事者への

斡旋が成立しなかった場合に、初めて生産緑地に係る行為の制限が解除さ

れ、農地以外の土地利用が可能となります。つまり、買取り申出の要件を

満たさない限り、生産緑地を転用することはできないという厳格な制度と

なっております。本市における、現在の生産緑地地区の指定状況でござい

ますが、現在面積約 103.6 ヘクタール、箇所数 552 箇所となっておりま

す。 
本日、お諮りする内容でございますが、昨年７月から本年７月までの約

１年間に買取り申出がなされたもので、「廃止」又は「縮小」による都市

計画の変更を行うものが３箇所、区画整理事業に係る仮換地の指定が行わ

れ、その使用収益が開始されたことに伴う「区域の変更」による都市計画

の変更を行うものが２箇所でございます。また、前回の審議会でご報告申

し上げた追加指定に伴う「拡大」又は「追加」による都市計画の変更を行

うものが１７箇所でございます。生産緑地地区の都市計画変更につきまし

ては、固定資産税等の賦課期日の関係から毎年この時期に、ご審議をお願

いしているものでございます。 
それでは、スクリーン又はお手元の議案書８ページをご参照願います。

藤沢都市計画生産緑地地区の変更の計画書でございます。変更後の面積が

約 105.2 ヘクタール、既決定面積が約 103.6 ヘクタール、変更により差

し引き約 1.6 ヘクタール増加するものでございます。 
変更する内容といたしましては 22 箇所。「廃止」、「縮小」、「拡大」、「追

加」及び「区域の変更」による都市計画の変更を行うものです。今回は件

数が多くなっておりますので、ここからは全体を大きく３つ、「買取申出」

に係る箇所、「区画整理事業」の進展に伴う箇所、及び「追加指定」に係

る箇所に分けて説明させていただきます。ここからは、スクリーンをご覧
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いただくか、お手元の議案書、図面集及び資料集をご覧ください。まず、

図面集では６ページ、「買取申出」に係るもの３箇所でございます。 
それぞれの位置を確認させていただきます。はじめに図面集では 11 ペ

ージ、箇所番号 198 番、位置は亀井野字不動上地内でございます。変更の

内容は「廃止」でございます。図面集では 12 ページ、箇所番号 201 番、

位置は亀井野字土橋地内でございます。変更の内容は同じく「廃止」でご

ざいます。 
次に、図面集では 13 ページ、箇所番号 444 番、位置は辻堂元町六丁目

地内でございます。変更の内容は「縮小」でございます。お手元の資料を

ご覧の方は議案書９ページをお開きください。理由につきましては、理由

書４、５及び６に記載のとおり、農業の主たる従事者が死亡し、箇所番号

198 番及び 201 番については全部の、箇所番号 444 番については一部の営

農が困難となったため、買取り申出がなされましたが、公共用地への転換

も適わず、「廃止」又は「縮小」の都市計画変更を行うものでございます。

３箇所とも同じ手続を経ておりまして、主たる農業の従事者が死亡し、後

継者から法第 10 条の規定に基づく買取りの申し出がなされました。その

後、庁内の生産緑地連絡会議を開催いたしましたが、都市計画施設等との

重複、財政状況等を勘案し、市としては買い取らないことと決定し、買い

取らない旨を申出者に通知いたしました。その後、藤沢市農業委員会へ、

他の農業従事者への取得の斡旋を依頼しましたが、買取り申出から 3 ヶ月

が経過しても取得希望がなかったことから、「行為の制限の解除」がなさ

れました。 
次に、図面集では７ページ、土地区画整理事業の進展に伴うもの、２箇

所でございます。それぞれの位置を確認させていただきます。図面集では

９ページ、箇所番号 90 番及び 91 番、位置は、下土棚字大持地内及び土棚

字土棚地内でございます。お手元の資料をご覧の方は議案書９ページをお

開きください。理由につきましては、理由書１及び２に記載のとおり、現

在施行中の北部第二（三地区）土地区画整理事業の区域内に存し、当該事

業に係る仮換地の指定が行われ、その使用収益が開始されたことから、当

該仮換地の区域及び面積に合わせた「区域の変更」を行うものでございま

す。 
次に、図面集では８ページ、「追加指定」にかかるもの 17 箇所でござい

ます。はじめに追加指定募集の経過でございますが、前回の審議会の後、

７月 15 日から追加指定の申出を受け付け、「拡大」も含めて 17 箇所の申

出があったものでございます。資料集３ページをお開きください。追加指

定の基準につきまして簡単にご説明させていただきます。追加指定の基準
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は、大きく「指定条件」、「指定要件」、「指定しない農地等」の３つに分か

れております。「１ 指定条件」につきましては、６つ全てに該当するこ

と、「２ 指定要件」につきましては６つのうちいずれか１つに該当し、

かつ、生産緑地に指定することについて、所有者等関係権利者全員の同意

が得られていることが必要です。後ほど、この要件ごとに、該当する箇所

について説明させていただきます。「３ 指定しない農地等」につきまし

ては、そのいずれにも該当しないことが必要となりますが、今回、事前相

談及び追加指定の申し出があった箇所については、該当する箇所はござい

ませんでした。それでは、箇所番号が前後いたしますが、該当する指定要

件ごとに拡大及び追加する箇所について説明させていただきます。 
指定要件の１つ目から３つ目に該当するものはございませんでしたの

で、まず、指定要件の４つ目「新たに指定することにより、既に指定され

た２箇所以上の生産緑地地区の一体化又は既に指定された生産緑地地区

の整形化が図られるものであること」に該当するものでございます。こち

らは２箇所ございます。 
図面集の 10 ページ、箇所番号 194 番、位置は今田字古道地内でござい

ます。 
次に、14 ページ、箇所番号 480 番、位置は川名字森久及び川名二丁目

地内でございます。指定要件の４つ目に該当するものとしては以上２箇所

でございます。 
理由につきましては、議案書９ページの３及び７に記載のとおり、「隣

接する農地についての生産緑地地区の指定申出がなされ、当該農地が既決

定の生産緑地地区と一体となることにより、既決定の生産緑地地区の整形

化が図られることにより、もって良好な都市環境の形成に資することから、

区域の拡大の都市計画変更を行うもの」としております。 
続きまして、指定要件の５つ目「災害対策の観点から効果が期待できる

ものであること」に該当するものでございます。こちらは 11 箇所ござい

ます。 
お手元の資料をご覧の方は図面集 13 ページをお開きください。箇所番

号 618 番及び 630 番、位置はいずれも本鵠沼五丁目地内でございます。 
次に図面集では 16 ページ、箇所番号 620 番、位置は亀井野字狼谷地内

です。 
次に 17 ページ、箇所番号 621 番、位置は天神町二丁目地内です。 
次に 14 ページ、箇所番号 622 番、位置は川名字森久地内です。 
次に 19 ページ、箇所番号 626 番、位置は長後字宿中分地内です。 
次に９ページ、箇所番号 627 番、位置は土棚字土棚地内です。 
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次に 20 ページ、箇所番号 628 番、位置は今田字殿窪地内です。 
次に 21 ページ、箇所番号 629 番、位置は羽鳥四丁目地内です。 
次に 22 ページ、箇所番号 631 番、位置は藤が岡三丁目地内です。 
次に 23 ページ、箇所番号 632 番、位置は湘南台一丁目地内です。指定

要件の５つ目に該当するものとしては以上 11 箇所でございます。理由に

つきましては、議案書 10 ページ及び 11 ページの８、10、11、12、及び

16 から 22 に記載のとおり、「当該農地が防災上の観点からの災害に強い

都市づくりの推進及び良好な都市環境の形成に資することから、生産緑地

地区として新たに追加するもの」としております。 
続きまして、指定要件の６つ目「街区公園等に準じる緑地効果が期待で

きるものであること。」に該当するものでございます。こちらは４箇所ご

ざいます。図面集 15 ページをお開きください。はじめに、箇所番号 619
番、位置は高倉字諏訪下地内です。 
次に 18 ページ、箇所番号 623 番、624 番及び 625 番です。当該生産緑

地の位置は、下土棚字谷戸地内及び下土棚字渋谷ノ里地内でございます。

指定要件の６つ目に該当するものとしては以上４箇所でございます。理由

につきましては、議案書 10 ページの９及び 13 から 15 に記載のとおり、

「その立地や規模等から、街区公園に準じる緑地機能の補完及び良好な都

市環境の形成に資すること」としております。「追加指定」にかかるもの

につきましては、以上 17 箇所です。なお、今回追加指定を希望する動機

といたしましては、「後継者ができたこと」、「宅地並みの固定資産税を払

い続けることが難しくなったこと」などが挙げられておりました。 
議案書 12 ページは、新旧対照表です。 
議案書 13 ページは、藤沢市の生産緑地地区に関する都市計画策定の経

緯です。 
議案書 14 ページは、今回の変更による都市計画を定める土地の区域で

す。 
議案書 15 ページから 26 ページは、本日説明いたしました変更内容をま

とめた調書となっております。 
また、都市計画法に基づく案の縦覧を、本年 10 月 14 日から 10 月 28

日までの２週間行いましたところ、縦覧者及び意見書の提出はございませ

んでした。以上で議第３号「藤沢都市計画生産緑地地区の変更」に関する

説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げ上げます。 
会長   少し補足をいたします。この件は昨年の今ごろに行われた都市計画審

議会で、生産緑地のあり方についていろいろ議論が出ました。その要点は、

生産緑地制度が発足した当時は、市街化区域の中に農地があって、それは
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基本的に宅地化すべき場所であるという方向性を持っているので、できる

だけ生産緑地に指定しないという感覚がベースにあったわけです。それと

の関係で、農業者のある種の農業継続の意向に対して付き合っていくとい

うことのすり合わせのような形で出てきた制度で、都市計画的には余り筋

のよくない制度というのがスタート段階での感覚です。それに対して人口

も減少しているし、都市化の圧力もかなり弱まっている現時点では、むし

ろ積極的にこれを使うという考え方があり得るのではないか。つまり公園

のように中に入って使うことはできませんけれども、一種の緑地を民間の

農家が自分の力で保持してくれているので、期間はもしかしたら短いかも

しれないけれども、そういうものでできるだけ頑張っていただくという感

覚で「追加指定」というものを弾力的にやるべきだという話が強く出まし

て、市としてはそれを受けて相当弾力的に対応したと、これは全国的にも

大変珍しいといった声がありますが、かなり市としては努力をして、当初

は、今さら生産緑地が追加されるというのは期待できないのではないかと

いう観測も事務局にはありましたが、結果は相当出たという経緯で、今回

追加が出たということでございます。 
  ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 
Ｇ委員      指定要件の（５）「災害対策の観点から効果が期待できるものであるこ

と。」と、指定を受けたものは、防災協力農地という指定を受けてあるも

のではないかと思いますが、ほかのものについては、防災協力農地の指定

はどうなったのか教えていただきたい。 
事務局  防災協力農地の制度は農業振興の方で行っている制度でありまして、災

害が起きたときに生産緑地に限らず、そこの部分に一時避難場所とか何ら

かの仮設工作物を建てさせてくださいということを農家の方と契約を交

わして、実際にそういうことが起きたときには住民を入らせてくださいと。

万が一そうなったときの補償は後でお支払いして、原状復帰するという制

度ですけれども、必ずしもそれと生産緑地はリンクはしておりませんので、

生産緑地の中で防災協力農地になっているところもあれば、なっていない

ところもありますし、生産緑地でない農地で、防災協力農地になっている

ところもあります。これから指定していく段階ですけれども、その中の生

産緑地で、防災的な観点から指定要件というところのものは必ず防災協力

農地になるかというと、その辺もできれば農家の方のご希望がありますの

で、生産緑地になっていても災害のときに入ってもらって困るということ

であれば、もちろん承諾がなければできないでしょうし、逆に私どもが定

めている要件の中で、防災的にはどうかなという部分でもぜひそういうふ

うにしたいと、基本的に接道がないところは指定ができない形になるかと
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思うんですけれども、そういった中でぴったりリンクしているわけではな

いけれども、ある意味では似たような部分はあるかと思います。 
Ａ委員  生産緑地が私の周辺に幾つかあるが、一年中、何も耕作がされていない

のもある。しかし、税負担の公平性からいきまして、問題があるのではな

いかという気がする。これは固定資産税だけでなく相続等のときも、税の

先送りの対象となっているはずですから、いつも緑にしていてくれればい

いという問題だけで本当にいいのか。少なくとも生産緑地制度ができたと

きの趣旨から言えば、そこで農業生産なり何なりが行われているというこ

とが前提で、それが基本だと思うんです。市としては税負担の公平性を原

理原則としているわけですから、この辺はシビアに評価する必要があるの

ではないかと思います。 
事務局  生産緑地は良好な農地にしておかなければいけないという制度ですの

で、現地が荒れてしまっているということが、どういった理由があるのか

わからないけれども、たまたま耕作者が健康を害されてしまったとか、い

ろいろな理由があるのかもしれません。平成４年に当初指定したときには、

農家の方が希望されれば可能な限り指定をしていく。その中で宅地化する

農地と保全する農地を区分するという考え方でしたので、当初指定した農

地の中には実態の農地と違うのではないかというものが数多く含まれて

おりました。今、ご指摘の税負担の公平性の問題から、その辺を是正して

いかなければいけないということで、私どもとしても一斉に全地区の生産

緑地の現地調査をいたしましたり、特に改善ができないものにつきまして

は、何度もお願いをしたりしていくというようなことで、今、把握してい

る中ではかなりの数、そういうものが減ってきたと感じておりますが、そ

の農家の方のいろいろな事情があるかもしれませんので、定期的に現地の

確認をしていく中で、生産緑地の制度としての有効性というものを担保し

ていきたいと思っております。 
Ｈ委員  生産緑地にした場合、市の税収はどのくらい変わるんですか。これから

の問題として、そこを緑地にして有効性をどういう意味で取るのかという

問題で、税金の問題としては、むやみやたらにいいですとなった場合に、

どういう思いで皆さん、生産緑地にしていくのかというところを考えると、

税金の問題は多分にあると思うんです。そうすると、これだけの量を抱え

ていると、どのくらい税の減になるのかと思ったわけです。 
事務局  今、この場で税額がどのくらいというのは資料を持ち合わせていないの

ですが、市街化区域での農地の場合、基本的には宅地並み課税がされてい

るわけですけれども、市街化区域であっても生産緑地の都市計画の決定が

されていると、市街化調整区域農地と同じ評価になるという制度でござい
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ます。その上で、現地が荒れてしまうと、またその中では少し上るという

形になるかと思うんですが、当然、隣にある市街化区域の土地に比べれば、

かなりな金額になっていることは間違いありません。そうでないと、市街

化区域の中で農業経営は成り立たないというのも事実だと思います。緑地

公園等もありますが、そういったものを補完する意味で、生産緑地、農地

というものの重要性､ 近、都市的な公園、広場が多くなっている中で、

ある意味では農地、土が露出している部分の有効性、保水機能とか、災害

時のことを考えますと、都市計画としても制度的には指定の段階から都市

計画とはかけ離れたやり方をするものではあるけれども、逆にそれを有効

利用していく中で、生産緑地というものを一定規模確保していく必要があ

るだろうと考えております。ただ、今、金額はお示しできないのですが、

当然、差が出てくるものですから、今後、追加指定を希望しないという話

になってくると、当然市の財源も厳しいので、今現在の 100 ヘクタールか

ら 110 ヘクタールぐらいの部分を生産緑地として担保しているという形

を都市計画としては維持をしていきたいと考えております。 
会長  ほかにありませんか。 
  ないようですので、この件については承認することにご異議ありません

か。 
(「異議なし」の声あり) 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
会長  次に、議第３号藤沢都市計画ごみ処理場の変更について、説明をお願い

します。 
事務局  議第３号藤沢都市計画ごみ処理場の変更につきまして、ご説明いたしま

す。議案書は 27 ページから 30 ページ、図面集は 25 ページから 28 ペー

ジでございます。はじめに、スクリーンを使って、都市計画の変更が必要

となった経過について説明いたします。 
  藤沢粗大ごみ処理場については、粗大ごみの処理処分体系を改善し、資

源の再利用及び処分地の効率化と環境の保全を行うことを目的として、昭

和 52 年８月 31 日に都市計画決定いたしました。これを受けて昭和 54 年

４月に桐原環境事業所を設置し、大型ごみ及び不燃ごみの処理を行ってま

いりました。その後､同事業所の北側、黄色の枠で囲った場所にビン、カ

ン及びペットボトルの中間処理を行う資源化施設を設置し、これまで運用

してきております。 
  また、西側の緑で囲った場所には「建設資源リサイクルセンター」とい

うコンクリート及びアスファルトなどの建設廃材の処分・活用を行う施設

が、藤沢市内の建設事業者の設立した組合によって設置され、運営されて
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おります。しかしながら、現在、桐原環境事業所につきましては、竣工か

ら 30 年近くが経過し、施設の老朽化が進んでおります。またビン、カン、

ペットボトル、プラスチック製容器包装等の資源化施設につきましては、

容器包装リサイクル法等の整備や社会情勢の変化、ライフスタイルの変化

に応じた段階的な機能追加を行ってきておりますが、ごみの量及び質の変

化に対し施設が分散されることにより、効率的な処理を行うことができな

いことや、能力に不足を生じる事態にもなってきております。これらに対

応するため、今後、新たに施設整備を行うものです。 
  具体的には赤枠で示している桐原環境事業所、黄色で示している資源化

施設及び緑色で示している建設リサイクルセンターを合わせた敷地に「藤

沢市リサイクルセンター」を設置し、これまで桐原環境事業所が担ってい

た大型ごみ、不燃ごみの破砕選別資源化を行う機能、資源化施設が担って

いたビン、カン、ペットボトル等の資源についての選別資源化を行う機能､

外部で行っていたプラスチック製容器包装等についての選別資源化を行

う機能、及び秋葉台にあるリサイクル展示場を統合し、環境学習の拠点機

能を備えた総合的な資源循環施設とするものです。なお、このたびの施設

整備につきましては、平成 20 年３月に策定された湘南東ブロックごみ処

理広域化実施計画におきましても、循環型社会形成推進を目指し、湘南東

ブロックで取り組む主要事業として位置づけているものです。また、「藤

沢市リサイクルセンター」の計画に当たりましては、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律に基づく生活環境影響調査を実施し、大気質、騒音、振動、

悪臭の４つの項目から周囲の生活環境への影響を調査いたしました。その

結果、すべての項目について環境保全目標を満足し、周辺環境に及ぼす影

響は小さいと評価されております。 
  また、予定地は工業専用地域内にあり、周囲も工業系用途が指定されて

おります。現況の土地利用につきましても、周辺には工場や業務系用途の

建物が多いことから、近隣住民への影響は少ないと考えております。 
  続きまして、現在の都市計画変更の内容についてご説明いたします。ま

ず、位置を確認させていただきます。図面集は 26 ページです。湘南台駅

から西に約 1.5 キロメートル、赤く示しているところが「藤沢粗大ごみ処

理場」です。 
  続いて、図面集 27 ページは、現在、都市計画で定めている内容を示し

ております。名称は「藤沢粗大ごみ処理場」、位置は「藤沢市桐原町」、面

積は約 0.30 ヘクタールでございます。また、地図上に赤枠で囲った部分

が現在の都市計画で定めている区域です。これまでの施設を統合・拡張し、

新たに「藤沢市リサイクルセンター」を設置することに伴い、これらのう
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ち名称及び区域を変更し、それに伴い面積も変更となります。 
  図面集 28 ページは、変更後の計画図です。区域につきましては、黄色

の枠で示している現在の区域から、赤枠で示している区域への変更をいた

します。また、名称につきましては､「藤沢粗大ごみ処理場」から「藤沢

市リサイクルセンター」とし、区域の変更に伴い面積も約 2.1 ヘクタール

に変更となります。 
  議案書 28 ページをお開きください。計画書ですが、内容については、

後ほど新旧対照表で説明させていただきます。 
  議案書 29 ページは、理由書です。変更の理由は､藤沢粗大ごみ処理場を

隣接する資源化施設と統合し､藤沢市域の大型ごみ、不燃ごみの破砕選別

資源化を行う施設のほか、容器包装プラスチックやペットボトルなどの資

源を選別し、資源化する施設の整備を行うことによるものです。 
  続きまして、新旧対照表です。28 ページの計画書については、新の部

分と同じ内容です。名称は「藤沢粗大ごみ処理場」から「藤沢市リサイク

ルセンター」とし、区域の変更に伴い区域の面積についても約 0.3 ヘクタ

ールから約 2.1 ヘクタールに変更となります。また、備考欄に記載の処理

能力についても、資源物やプラスチック製容器包装の処理が加わることか

ら、現在の「５時間あたり 75 トン」から「５時間あたり 132 トン」に変

更となります。 
  議案書 30 ページをご覧ください。都市計画を定める土地の区域及び経

緯書です。このたびの都市計画変更については、区域の変更があることか

ら、変更する部分について、「藤沢市桐原町地内」としております。 
  続きまして、今回の都市計画の変更に伴う手続についてご説明いたしま

す。本年９月 16 日に都市計画説明会を開催したところ、参加された方は

おりませんでした。そして本年 10 月１日から 10 月 15 日までの２週間、

都市計画法に基づく案の縦覧を行いましたが、縦覧者及び意見書の提出は

ございませんでした。なお、都市計画説明会とは別に、敷地から半径 300
メートルの範囲内にある３つの自治会に対し、「藤沢市リサイクルセンタ

ー」の計画について説明を行い、工事の進捗状況について定期的に報告を

してほしいとの要望を受けております。以上で、議第３号 藤沢都市計画

ごみ処理場の変更についての説明を終わります。 
会長  ただいまの説明について、ご意見・ご質問がありましたらお願いいたし

ます。 
  確認ですが、29 ページの新旧対照表で、処理能力が 75 トンから 132 ト

ンになったのは、既にあるものも統合し、さらに処理能力アップという説

明だったが、既にあるものだけを合計すると、どのくらいまで行くのか、
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つまり純増はどのくらいかということです。 
事務局  既存の施設ですけれども、日量で 143 トンになります。特に粗大ごみ処

理場については、75 トンですが、新しい施設では 70.5 トンと規模は縮小

する予定です。その他がビン、カン、ペットボトル、プラスチック製容器

包装の施設で、新しい施設ではそれらが 61.5 トンとなります。 
会長  周辺への影響を考えると、処理能力との関係で出入りする車の量なども

規定されてくると考えると、既存のものとしてあった処理能力と今回の統

合された施設との差がどうなのか。 
事務局  既存の施設と比べると新しい施設は規模的というか、能力も小さくなり

ます。 
会長  今の処理能力を合計するとどうですか。 
事務局  現在 143 トンですが、それが 132 トンになるということです。 
会長  ほかにご質問等ありませんか。 
  ないようですので、原案どおり承認することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 
会長  以上で、議第３号を終了いたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
会長  次に、報告事項に入りますが、その前に、恐縮ですが、本日の終了時間

が予定より延びそうなので、ご了承いただきたいと思います。 
  それでは、報告事項（１）藤沢市都市マスタープランの改定について、

説明をお願いします。 
事務局  それでは、藤沢市都市マスタープランの改定状況についてご報告させて

いただきます。資料４をご覧ください。「藤沢市都市マスタープランの改

定について」は、第 123 回審議会の議第３号として諮問をいたしておりま

す。その後、第 124 回審議会では報告事項として、第 125 回審議会では「そ

の他」として、改定作業の経過などを報告しております。 

それでは、資料の１ページ、「２．検討の進捗と今後のスケジュール」

をご覧ください。都市マスタープラン改定にあたりましては、新総合計画

策定時期との調整を図りつつ、平成 22 年度前半の改定を目指して、策定

協議会を中心に、市民協働による作業を進めております。改定案をまとめ

る組織である「都市マスタープラン策定協議会」については、１ページの

一番下に概要をお示ししておりますが、市民代表 17 名を含む計 30 名で構

成されています。 

続けて２ページの「（２）都市マスタープラン策定協議会における検討

状況」をご覧ください。今年６月に設置して以来、４回の協議会を開催し

ております。現行プランの策定から 10 年が経過したことで、現行プラン
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では足りていない、あるいは当時より比重が大きくなった課題を、４つの

テーマにまとめ、テーマごとに、協議会で検討いただきました。第２回協

議会では、「産業構造の変化を的確に受け止め、都市活力を高める都市づ

くり」というテーマに対し、都市拠点や中心市街地のあり方、工業系土地

利用のあり方、また広域交流を支える交通ネットワーク等についてご検討

いただきました。 

第３回協議会では「人口減少・高齢社会の到来を見据えた、成熟型の都

市づくり」というテーマのもと、質の高い、魅力のある都市空間形成のあ

り方や、暮らしやすく住み続けたい都市のあり方、災害に強く、犯罪を未

然に防ぐ都市のあり方についてご検討いただきました。 

第４回協議会では「低炭素型社会をめざす都市づくり」と「地域が主体

に考え、進める都市づくり」というテーマで、ご検討いただいております。         

３ページ以降に、検討テーマごとに、事務局が作成した策定協議会用の検

討資料から抜粋した「基本的な考え方」と「施策の骨子」、そして協議会

において出された意見の一部を示ししております。時間の関係から説明は

割愛させていただきますが、時間があるときにでも、ご覧いただければ幸

いです。そして、11 月 19 日に開催を予定している第 5 回協議会からは、

プランの骨格となるたたき台の検討を行い、概ね今年度中に素案をまとめ

ていきたいと考えておりますが、総合計画の進捗状況と調整を図ってまい

りたいと考えております。 

次に、「（３）地区別構想の改定に向けた進め方」をご覧ください。地区

別構想については、今月半ばから 12 月にかけ、13 地区別に意見交換会を

開催し、10 年前に策定した現行のマスタープランと現在の地区の状況がど

ういうふうに変わっているのかなどについて、まず地区住民の方々のご意

見を伺う予定にしております。その後、案がまとまった段階で、今度は説

明会を 13 地区別に開催し、その後、パブリックコメント等を行う予定で

ございます。 

今回は、これまでの検討の経緯をざっとご説明いたしましたが、次回の

第 127 回審議会では「中間審議」として、都市マスタープランの「全体構

想のたたき台」をお示しできればと考えておりますので、これらへのご意

見、ご指摘をいただければと考えております。そして、都市計画審議会で

のご意見や市民からのご意見等を踏まえながら、策定協議会で改定案をま

とめていただき、総合計画の策定時期と調整しながら、おそらく来年度に、

この改定案に対して本都市計画審議会で答申をいただく予定になってお

ります。 

なお、市民委員の方々は今回が初めてとなりますので、都市マスタープ
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ランの位置づけや、今回、改定に至る理由等について「参考資料」を配布

しております。こちらへの質問がありましたら、後ほど事務局にお尋ねい

ただければと思います。 

それから、この都市マスタープランのみならず、これからの本市のまち

づくり・都市づくりを進める上で関連してくる「地域経営会議」について、

会長からのリクエストもございましたので、簡単に紹介させていただきま

す。資料の 後のページ、７ページをご覧ください。こちらは、本市にお

ける市民参加のまちづくりの変遷を示しております。昭和 56 年から平成

８年度では「地区市民集会」が開催され、市民が一堂に会して地域や市政

全体の課題について話し合いを行っておりましたが、平成９年から今年度

まで設置された「くらし・まちづくり会議」では、13 地区ごとにテーマ

を決め、行政への提案・提言を行っております。そして、より地域主体の

まちづくりを充実させるべく、今年 10 月に全 13 地区に「地域経営会議」

が発足いたしました。今後、この「地域経営会議」を中心に「地域主権・

地域完結型のまちづくり」を行い、地区の身近なまちづくりに関して、地

域に見合った事業を主体的に選択していくことになります。市域の都市計

画や都市づくり等については、今後とも市が責任を持って進めてまいりま

すが、地区で完結するような身近なまちづくり事業については地域が主体

的に、市と連携しながら進めていくこととなります。報告は以上です。 
会長      きょうの段階は状況報告ですが、中身についてはいつになりますか。 

事務局    第 127 回審議会でご説明させていただきたいと思います。 

会長  マスタープランについては、これまでは周辺のいろいろなことについて

検討していたわけですが、これから中身に入るわけで、次回にたたき台が

出てくるようですので、そこでご意見をいただきたいと思います。 

  地域経営会議と都市計画とどう絡むのか、「権限と予算を各地区に移譲

することにより」というのは、具体的にはどういう事柄が移譲されるのか、

教えてください。 

事務局  予算については、まだ来年度の予算が決まっておりませんので、申し上

げられませんが、今後の話としては、本庁で行っている公共施設等の維持

管理部門のほとんどが地区に移譲されるようです。都市計画分野では維持

管理というのが絡んでくるわけですが、都市計画決定された施設について

は、地区ということではなくて、都市計画の方で責任を持って進めるとい

う形になるかと思います。ただ、都市計画施設のつくり方とか利用につい

ては、地域のご意見をお聞きするとか、予算枠の中での優先順位を決める

ことはできるのではないかと思います。 

会長  わかりやすく言うと、都市計画決定された公園を新たにつくるというと
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きに、その計画内容は地元と議論して決めるとか、地元に委ねることもあ

り得るという感じですか。 

事務局  公園については、都市計画施設の中でもつくり方についてはワークショ

ップを用いてやってきておりますが、さらに一歩進めて、予算についても

本庁で発注するのではなくて、各センターに予算が行って、そのセンター

と地域経営会議がどういうふうにしていくか決定していくのではないか

と思っております。 

  今、実際に、事務事業の内容とそれに伴う予算と、人員についてもセン

ターにもう少し配置しなければいけないということもありますので、これ

らについての基本的な考えは出してきているのですが、かなり詰めている

ところですけれども、もう少し経たないと明らかになってこないのです

が、現在でも公園愛護会の関係とか、交通安全施設をつくるとかはかなり

センター側で執行できるところがあるので、そこをもう少し拡充していく

というのが基本的な考え方です。地区センターを中心に市民の意見も十分

踏まえて予算要求もできる形にしていくことになってくるかと思います。 

会長  都市計画もつくる段階だけでなく、ソフトについても都市計画的視点で

の議論も出てきそうですので、そうすると結構影響もあると思う。 

Ｉ委員  都市計画審議会と都市マスタープラン策定協議会は、都市計画の近しい

関係だと思うのですが、ふじさわ総合計画 2020 の見直しについては経営

企画部が担当で６月からスタートしたというのは市のホームページでも

見られるが、都市計画の方は 13 地区の地域経営会議で議論するという話

だが、総合計画では地域経営戦略 100 人委員会があって、地区の代表等か

なり大きな組織でワークショップ的にやっている。市民のエリアごとの考

え方を述べる機会が多くなったのは喜ばしいけれども、これをどこかのタ

イミングでまとめる作業は大変なエネルギーを要するのではないでしょ

うか。それらがうまく収束するためにどういうまとめになるのか、不安と

期待がいっぱいですが、マスタープランの上位計画の総合計画を意識して

検討しなければいけないということなら、都市マスタープランでの意見と

総合計画の意見のキャッチボールが数多く必要になるのではないかと思

うので、資料の提供等今後もお願いしたい。 

事務局  非常に重要なご指摘でありまして、都市マスタープランは総合計画の中

の都市計画についての個別計画と位置づけております。ただ､都市のマス

タープランという表現をしていますから､都市全体のイメージを持ちがち

ですが、都市マスタープランの見直しは昨年度からやっておりますが、総

合計画は今年度からでありまして、並行してやっている関係でわかりづら

いということもありますが、都市マスタープランの方は総合計画の基本構
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想に即すると決められておりますので、総合計画が進む中で、こちらとし

ても調整をしていきたいと考えております。そういう意味で策定協議会の

議論はそれなりに進んでいるのですが、総合計画の基本的な考えが出ない

と、 終的に決められないところがありますので、総合計画の進捗状況に

整合させる形で都市マスタープランの策定を進めていきたい。ただ、協議

会の進捗状況がありますので、それは審議会に諮問していることですか

ら、その状況については逐一ご説明していきたい。同時に、ほかの計画の

進み具合については、情報提供できるものはしていきたいと思っておりま

す。 

  それから都市マスタープランは地区の構想を立てるということですの

で、今後、地区の意見交換会を考えております。今回の総合計画は全体の

基本構想、基本計画に加えて地区のまちづくり計画を立てようということ

で、地区の地域経営会議が主体となって立てていこうということの作業が

進められていくと思います。そういった際に都市マスタープランの地区構

想を立てる参考にしていただきたいと考えておりまして、企画部と連携・

調整して進めていかなければいけないと考えております。 
会長  ほかにありませんか。（なし） 

×××××××××××××××××××××××××××××× 
  それでは、報告事項（２）都市計画道路見直し状況について、説明をお

願いします。 
事務局      報告事項２ 都市計画道路見直し状況につきまして、ご説明させてい

ただきます。資料は５－１から５－４になります。５－１はパワーポイン

トの内容です。画面と合わせてご覧下さい。それからお手数をお掛けしま

すが、５－１の 6ページに緑文字で「①マイナス面での課題抽出」とあり

ますが、同様の表が資料５－２にもございますが、「道路の整備にあたっ

ての課題の整理」が正解ですので、修正をお願いします。５－２は本日の

説明の中心となります。５－３は昨年、策定しました「都市計画道路見直

しの基本的な考え方」のフロー、裏面がこれまでの経過です。５－４は参

考に配布いたしました。それでは説明に入ります。 

藤沢市の都市計画道路の整備率は、2009 年４月１日現在、約 70％と、

県内でも比較的高い整備率を誇っております。本市は、これまで着実に都

市計画道路を整備してきましたが、限られた財政の中での事業優先順位な

どの要因により、鵠沼地区や片瀬地区を中心とした本市の南部を中心に、

都市計画決定から 50 年を経過しても、未着手の路線の存在が課題となっ

ております。都市計画法第 53 条の規定による建築制限を長期間受けてい

るという問題もございますが、藤沢市としては、都市計画決定から少子高
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齢化の進展など社会経済状況が大きく変化している中で、それらの変化を

踏まえた都市インフラとしての道路の必要性を再検証する必要があると

判断し、必要性の検証を主目的とする「都市計画道路の見直し」を実施し、

路線の「廃止」も視野に入れた見直しを行うこととしました。 

これまで、Ｃ委員を部会長とする都市計画道路見直し専門部会を５回開

催させていただき、主に、必要性の検証をどのように行っていくかを議論

してまいりました。その中で、必要性の検証については、「藤沢市の都市

づくりの方針に沿ったものとする」、「都市計画道路が担う多岐にわたる機

能全体から検証を行う」、「自然等の環境に 大限配慮した構造での整備を

前提とする」、「道路が整備されることで予想されるマイナス面の影響も整

理する」、「路線別の検証の他、本市が抱える重要課題である環境、防災面

の改善効果については、個別路線のみで評価するだけでなく、ネットワー

クでの検証も行う。」という方針で行ってまいりました。資料５－２の 1

ページ左側にあるとおり、必要性の検証項目につきましては、現行都市マ

スタープランの都市づくりの基本方針である「活力を生み出す都市づく

り」、「環境と共生する都市づくり」、「安全・安心の都市づくり」、「広域的

に連携する都市づくり」、「１３地区別まちづくり」の５つの方針から、そ

れらの実現のために必要な道路とはどのようなものかを考え、昨年 12 月

に策定した「都市計画道路見直しの基本的な考え方」の検証項目に合致す

るよう資料５－２の１ページ目、真ん中の「必要性の検証項目」のア）自

転車の交通機能からク）まちづくりとの整合までの 8項目を設定してまい

りました。 

表の下でご説明しておりますように、まず、各評価項目が、各上位計画、

各種資料及び定量的データに基づいて、客観的な評価をすることができる

ように設定を行うことから、事務局により、個別の道路ごとに点数付けを

行っていく予定としております。さらに設定した評価項目については、前

述のア）からク）の大項目に関して、どの項目がどれだけ重要かを判断す

るために、「重み」を設定していこうと考えております。 

次に、設定した重みを、客観的に付けた個別の道路ごとの点数にかけて、

実際の点数を導き出します。これを点数順に並べることで、ある点数以下

の道路について、より詳細な検討を行う道路のふるいわけを行おうと考え

ております。点数以上の道路については、「存続」を基本とし、点数以下

の道路については、さらに自然に与える影響等や、ネットワークとしての

環境面での効果や防災の機能向上などを検証し、総合的に「廃止」や「存

続」を決める上での参考にしてまいりたいと考えております。 

各区間の必要性の評価については、おおまかに以上のような流れになり
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ますが、ここで、資料５－２の裏面右をご覧下さい。前述した「重み」の

設定につきましては、「一対比較法」という手法を用いてまいります。「一

対比較法」は各評価基準を総当たりで一対ごとに比較し、一対ごとの重み

をつけます。具体例を示しますのでスクリーンをご覧下さい。今回の重み

付けでは、７種類の項目がございます。例えば、一般的な主要幹線街路を

想定した場合、「自動車の交通機能」と「歩行者・自転車の交通機能」で

はどちらが重要かという一対比較を行うことになります。「自動車の交通

機能」の方が「やや重要」と判断できる場合は、「やや重要」に○をしま

す。次は、「自動車の交通機能」と「環境機能」ではどちらが重要かとい

った一対比較を７種類の項目全ての組み合わせにおいて行う、言うなれば

リーグ戦形式で行うものです。７種類の項目ですと、計 21 通りの組み合

わせができます。ここで付いた点数は、資料５－４のように数学的に処理

され、各項目間の重みが算定されます。この方法は、評価を全て二者択一

でできることから、回答の再現性が高く（時間をおいて同じ設問に答えた

場合でも結果にずれが生じにくい）、細かな差に対する識別力が大きいと

されております。この一対比較を行うにあたっては、内容に精通している

方が望ましいとされていることから、都市計画道路見直しについて、今ま

で数回にわたりご審議いただいたこと、都市計画に関わりのある方が揃っ

ていられることから、都市計画審議会の皆様方にお願いしたいと考えてお

ります。 

今回は時間がないため、簡単なご説明しかできませんが、詳細なご説明

は、次回の都市計画審議会にて行いたいと思います。ご多忙のところ恐縮

ではございますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

会長  後に重要な提案です。審議会委員の皆さんがある種の判断をしたもの

というのは、結果的にその道路の存続、廃止につながっていくのかという

ところをもう一回説明してください。 
事務局  基本的に道路ごとに点数をつけていくわけですが、その道路の点数とい

うのは、道路の種別ごとの重みづけというものを行っていただきます。そ

の重みづけというものが、今度は個別の道路にかけたことによってトータ

ルで何々線というのは何点という点数化をしていきたい。それによってあ

る一定の画面の赤線から上は存続で、それ以下については廃止候補になり

ますが、それだけを持って廃止してしまっていいのかということで、もう

一度そこは環境面、防災面を含めて再検証して、 終的な廃止候補という

のを絞り込んでいくということですので、ふるいわけの判断の 1 つに重み

づけという作業をお願いしたいと考えております。 
会長  重みづけの方法が一対比較法ということですね。 
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事務局  自動車の機能と歩行者・自転車の機能について、道路の種別によっては

どちらが大事かというような重みは、個人的には当然差が出てくると思い

ますが、それが総体的にどういうふうな重みづけになるか、1 つの判断材

料としてお願いしていきたいということです。 
会長  道路の種別ごとということは、1 本、1 本やるわけではないという意味

ですか。 
事務局  特に、今回の都市計画道路の見直しについては、主に幹線街路というも

のを対象にしておりますので、主要幹線街路､都市幹線街路、補助幹線街

路という 3 種類について､それぞれの道路の機能を重みづけという形であ

らわしていきたいと考えております。 
会長  その 3 種類で重みづけのベースが違うので、配慮の上、重みづけをして

くださいということですか。主要幹線と補助的な幹線と都市計画道路とし

ては、本来は 非常に狭い道路だけれども、都市計画決定しているような

ものとか何段階かあることを考慮して一対比較でイメージしてやってく

ださいと。しかし、 終的には 1 本、1 本やるわけですね。 
事務局  種類ごとに主要幹線と都市幹線と補助幹線という 3 種類をやっていた

だくということで、3 つをやればいいわけです。個別の何号線というのは、

別途にその重みづけを使って数値が道路ごとに出てくるということで、2
段構えみたいな形です。 

会長  そこの関係については、次回に、概念がもう少しわかるような説明をお

願いします。 
  何を評価すればいいのか、実感がわくように、見当はずれに点数だけつ

けてしまうと具合が悪いから、しっかり材料をつくってください。 
Ｇ委員  資料５－２の、必要性の検証項目のア）からク）までについてお願いす

るというのは、難しい話しだし、客観的に数値で出せるものを事務局が用

意するというのは、「区間Ａの点数」というところを用意するということ

でしょう。ただし、小田急と江ノ電を同じ尺度で比較するというわけには

いかないでしょうと。そうすると主要幹線道路とか都市幹線とか補助幹線

とか違ったものについては、それぞれ重みが違うはずだと。例えば主要幹

線については自動車交通をうまく処理する､そういうようなことが大きく

出るはずだと。その辺のことを都市計画審議会の委員に重みづけをしてい

ただきたいということでしょう。ですから、個別の路線の評価については、

あらかじめ市の方でする。それをどの程度の重みとして考えていくかとい

うことについて委員の方々の意見を聞いて、ぶれの少ない重みをつくって

いきたいということですね。 
Ｊ委員  点数をつけるために 7 項目があるというと全部で 21 通りあって、それ
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を主要幹線とか補助幹線等に分けると 3 つあるから、全部で 63 通りある

から、それを点数でつけてくれと、それも藤沢の幹線道路をイメージした

ときに、環境をとるか利便性をとるか、マルをつけてくださいということ

ですね。 
会長  幹線道路でもいろいろあるけれども、それは自分の中で平均化して考え

てほしいということかと思います。 
Ｇ委員      主要幹線と呼んでいるのはどの道路なのか､都市幹線、補助幹線という

のを市は分けているわけだから、それについて委員の意見を聞いていこう

という理解でいいんですね。 
事務局  はい。 

×××××××××××××××××××××××××××××× 
会長  その他 藤沢市都市計画審議会会議の傍聴要領（案）について、説明を

お願いします。 
事務局  (資料６－１参照) 
  これまで、会議の傍聴につきましては、藤沢市情報公開条例の「会議の

公開」の規定に基づき定められました、「藤沢市審議会等の会議の公開に

関する要綱」に基づき手続を進めてきたところでございます。平成 21 年

2 月 6 日開催の第 123 回藤沢市都市計画審議会におきまして、審議会会議

の録画、録音等について、何らかのルールづくりを考えておいた方がいい

のではないかという検討課題をいただいております。本日、お示しする案

につきましては、庁内での状況、近隣市等の状況を踏まえて事務局が作成

したものです。 
  都市計画審議会につきましては、都市計画法に基づいて都市計画に関し

調査、審議をするために定められた附属機関でございまして、「藤沢市審

議会等の会議の公開に関する要綱」に規定するところの審議会に当たりま

す。この要綱で「審議会等は、会議の公開に当たっては、会議が公正かつ

円滑に行われるよう、傍聴に係る手続その他必要な事項を定め、会議の開

催中における会場の秩序の維持に努める。」こととされています。こうし

たことから検討課題の録画、録音等につきましては、本審議会が独自に定

めることとなります。附属機関につきましては、調査、審議を目的とし、

都市計画のほか、他の分野にも多く設置されているところであります。 
  情報公開の所管課におきましても、個々の審議会にはそれぞれの役割・

性格があることから、藤沢市としての統一的な取り扱いを定めることは難

しく、その審議会の役割・性格に応じた取り扱いを求めております。また、

近隣市等の状況につきましては、録画、録音等については、原則として禁

止としているものの、ただし書で「審議会又は審議会の長が認めたものは、
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録画、録音等ができること」となっております。担当者によりますと、多

くは実績がなく、その都度の判断・運用になっていくであろうということ

でございました。 
  今回、お示ししております案におきましては、「報道機関の持つ公益性

及び社会的責任を理由として報道関係者のみ認める」という内容になって

おります。写真撮影、録画及び録音を認める範囲は、原則として会議の開

催前としています。これは写真撮影、録画及び録音を意識して発言するた

め、公平な審議や十分な審議ができなくなることを理由とするものです。

また、例えば専門部会においてワークショップを行う場合など、報道の公

益性に期待する場面について対応を図るため、ただし書により、「特に会

長が審議会に諮って許可した場合は、会議中の写真撮影、録画及び録音を

することができる」として、許可の例外を設けております。 
  また、傍聴人に対し認めていない理由につきましては、「傍聴」と「写

真撮影、録画及び録音する行為」とは別のものですので、これを認めます

と、写真撮影、録画及び録音を意識して発言するため、十分な審議ができ

なくなるということのほか、さらにその部分だけを使って全体を類推され

るといったおそれが生じるため、認めないこととしております。 
  要領全体の構成としては、条文形式ではなく、項目を立てた簡便なスタ

イルをとっています。これにつきましては、要綱による参考例に基づき分

かりやすい方法を採用しています。また、詳細に定めることにより、結果

的に多くの制限を傍聴人に課することになりますので、「これだけは 低

限守ってください」という記述をし、細かいところは運用の中で会長の許

可をいただいていくことを予定しております。 
  「藤沢市審議会等の会議の公開に関する要綱」につきましては、解釈運

用基準とあわせ資料６－２として添付しておりますので、後ほどご覧いた

だければと思います。以上、簡単ですが、事務局で作成いたしました案に

ついての説明を終わります。藤沢市都市計画審議会条例施行規則第 12 条

の規定により、「審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って

定める」とされておりますので、審議会での審議をお願いいたします。 
会長  これは 2 回前ぐらいの審議会で、Ｋ委員からそういう場面があると苦労

するので、定めておいた方がいいということの提案がありました。主に「報

道関係者の傍聴」というところがポイントです。このあたりについてご意

見・ご質問がありましたらお願いします。 
  傍聴者の遵守事項の５に、「報道関係者を除く」とあって、また、報道

関係者の傍聴でも、「１ 報道関係者の傍聴についても、「傍聴者の遵守事

項」及び「会場の秩序維持」は、傍聴人と同様の取り扱いする。」と書い
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てありますが、ここはおかしいので、「傍聴者の遵守事項」の「傍聴者は、

次の事項を遵守しなければならない。」の傍聴者のところへ､「各報道関係

者を除く」と入れれば、つじつまが合う。普通の傍聴者と報道関係者を 2
段に書き分けて、下で報道関係者は原則一般と一緒だと言って、その他に

ついて追加して書いたという関係です。 
  もう一点は、「写真撮影、録画及び録音」とすると、その 3 つについて

イエスかノーになるので、「又は」にして、「図」なら問題ないけれども、

「音」はやめましょうという選択肢も残しておかないと、その都度決めれ

ばいいから、「又は」なら全部でもいいし、部分でもいいということです。 
Ａ委員  報道関係者の範囲はどこまでですか。ミニタウン誌も入るのか。 
事務局  藤沢市の記者クラブに加盟している報道機関あるいは広報担当を通じ

て行っている報道関係の範囲が一定の範囲としてありますが、それでなけ

ればだめなのかというのも難しい話なので、 終的にこうだというものは

持っておりませんので、その辺のご議論をいただければと思います。 
会長  今のものを定義として運用すればいいのではないでしょうか。 
Ａ委員  藤沢でもタウン誌が３～４あるけれども、時折、ある議員がこういう発

言をしたとかということが出ている。そういうことがいいのかどうか。藤

沢市の記者クラブに加盟している報道機関という縛りがあれば、それはそ

れでいい。 
事務局  記者クラブに加盟している中にはミニコミ関係は入っておりませんが、

実際に投げ込みという仕方で広報の方から報道に情報提供をしている機

関の中にはミニコミ誌も入っております。実際に録画という行為になると、

恐らく記者クラブ加盟の報道機関が多いと思いますが、写真とか録音にな

りますと、どこでもできる形になりますので、どこまで入れるかですが、

ミニコミ誌等についても、そういう関係の記事も当然あるかと思いますが、

その辺は市の広報担当と情報提供している関係の機関ですから、報道の公

平性は保たれているのではないかと思っております。そうしないと、どこ

までと仕切りがなくなってしまうので、「記者クラブ加盟あるいは情報提

供している報道機関」というふうにどこかで決めていかざるを得ないかと

思っております。 
会長  今、どこで線を引くか、具体的には言い切れないが、運用の中で考慮し

ていきたいということかと思います。要するに報道機関としての作法を守

ってくれるかどうかということです。そういうことを踏み外して勝手に動

くようなところは排除したいということだから、作法を守れるかどうかと

いうところに線が引けるなら、線を引いていただくということで、これは

運用で考えていくということにしたいと思います。 
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  そういうことで何か問題があれば、また変更するということで、先ほど

の修正を加えて案を取ることにしたいと思います。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

会長  次に、次第５のその他ですが、何かありますか。 
事務局  次回（第 127 回）の藤沢市都市計画審議会は 12 月 22 日（火）午前 10

時から、会場は市役所職員会館 3 階第 4・第 5 会議室において開催となり

ます。開催通知、議案書等は整い次第、送付させていただきます。 
会長  以上で、本日の審議会を終了いたします。長時間、ご苦労さまでした。 

午後 4 時 40 分 閉会 
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